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Ⅱ.調査結果：養介護施設従事者等による高齢者虐待 
 

１．相談・通報～事実確認調査 

 

（１）相談・通報件数と虐待判断事例数 

 養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する平成 30年度の相談・通報件数は、市区町村が受理し

たものが 2,187件、都道府県が直接受理したものが 27件、計 2,214件であった。市区町村が受理した

相談・通報件数は、平成 29年度の 1,898件から 289件（15.2%）増加していた（図表 2-Ⅱ-1-1）。 

 一方、平成 30年度内に虐待の事実が認められた事例数は 621件であり、平成 29年度の 510件から

111件（21.8%）増加していた（市区町村への相談・通報件数、虐待の事実が認められた事例数の推移

は図表 2-Ⅱ-1-2参照）。 

 

図表 2-Ⅱ-1-1 相談・通報件数 

 

 

 

 

※本調査対象年度内に通報等を受理した事例について集計 

 

図表 2-Ⅱ-1-2 相談・通報件数、虐待判断事例数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

件数 割合

2,187 98.8%

27 1.2%

2,214 100.0%

市町村が受理

都道府県が直接受理

合計



  

237 
379 451 408 506 

687 736 
962 

1,120 

1,640 1,723 
1,898 

2,187 

54 62 70 76 96 151 155 221 300 
408 452 510 

621 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
 
 
 
  

10 11



 

79.9%

80.6%

78.9%

87.8%

71.7%

82.0%

3.2%

6.7%

9.5%

4.4%

15.1%

6.0%

16.8%

12.8%

11.6%

7.8%

13.2%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
12 13



 

79.9%

80.6%

78.9%

87.8%

71.7%

82.0%

3.2%

6.7%

9.5%

4.4%

15.1%

6.0%

16.8%

12.8%

11.6%

7.8%

13.2%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
12 13



 

81.5%

81.2%

87.5%

88.3%

81.3%

82.7%

83.0%

71.4%

76.9%

85.2%

81.9%

85.6%

88.2%

74.7%

82.8%

6.9%

7.5%

6.3%
0.9%

6.0%

4.7%
0.0%

7.1%

23.1%
4.5%

4.3%

2.9%

0.0%

5.1%

5.2%

11.6%

11.3%

6.3%

10.8%

12.7%

12.5%

17.0%

21.4%

0.0%

10.2%

13.8%

11.5%

11.8%

20.3%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

( )

( )

31.5%

27.2%

14.3%

26.2%

19.8%

31.8%

35.9%

30.0%

20.0%

12.0%

27.3%

31.1%

6.7%

25.4%

27.2%

41.8%

47.7%

57.1%

49.1%

53.9%

36.5%

48.7%

30.0%

60.0%

48.0%

42.9%

37.0%

40.0%

47.5%

45.0%

26.7%

25.2%

28.6%

24.7%

26.3%

31.8%

15.4%

40.0%

20.0%

40.0%

29.9%

31.9%

53.3%

27.1%

27.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

( )

( )

 

16.7%

12.4%

33.3%

10.7%

56.7%

9.1%

13.6%

38.9%

26.9%

10.0%

25.0%

16.1%

23.7%

37.8%

13.6%

28.0%

54.8%

61.2%

37.2%

48.7%

21.7%

56.1%

37.5%

50.0%

44.8%

70.0%

37.5%

48.4%

50.0%

42.0%

55.3%

43.7%

28.6%

26.4%

29.6%

40.7%

21.7%

34.8%

48.9%

11.1%

28.4%

20.0%

37.5%

35.5%

26.3%

20.2%

31.1%

28.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 15



 

81.5%

81.2%

87.5%

88.3%

81.3%

82.7%

83.0%

71.4%

76.9%

85.2%

81.9%

85.6%

88.2%

74.7%

82.8%

6.9%

7.5%

6.3%
0.9%

6.0%

4.7%
0.0%

7.1%

23.1%
4.5%

4.3%

2.9%

0.0%

5.1%

5.2%

11.6%

11.3%

6.3%

10.8%

12.7%

12.5%

17.0%

21.4%

0.0%

10.2%

13.8%

11.5%

11.8%

20.3%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

( )

( )

31.5%

27.2%

14.3%

26.2%

19.8%

31.8%

35.9%

30.0%

20.0%

12.0%

27.3%

31.1%

6.7%

25.4%

27.2%

41.8%

47.7%

57.1%

49.1%

53.9%

36.5%

48.7%

30.0%

60.0%

48.0%

42.9%

37.0%

40.0%

47.5%

45.0%

26.7%

25.2%

28.6%

24.7%

26.3%

31.8%

15.4%

40.0%

20.0%

40.0%

29.9%

31.9%

53.3%

27.1%

27.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

( )

( )

 

16.7%

12.4%

33.3%

10.7%

56.7%

9.1%

13.6%

38.9%

26.9%

10.0%

25.0%

16.1%

23.7%

37.8%

13.6%

28.0%

54.8%

61.2%

37.2%

48.7%

21.7%

56.1%

37.5%

50.0%

44.8%

70.0%

37.5%

48.4%

50.0%

42.0%

55.3%

43.7%

28.6%

26.4%

29.6%

40.7%

21.7%

34.8%

48.9%

11.1%

28.4%

20.0%

37.5%

35.5%

26.3%

20.2%

31.1%

28.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 15



 

21.3%

24.0%

22.5%

23.7%

22.2%

11.1%

11.5%

10.5%

7.8%

9.5%

5.8%

3.1%

5.2%

3.7%

4.8%

12.8%

12.8%

15.2%

12.8%

17.5%

17.5%

15.6%

16.3%

18.3%

19.0%

11.5%

9.3%

10.0%

10.0%

14.3%

5.6%

8.7%

6.7%

5.9%

6.3%

14.4%

15.0%

13.7%

17.8%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 1 2 3 6 7 13 14 20 21 27 28

26.6%

15.7%

20.9%

24.0%

35.0%

18.6%

5.9%

11.4%

6.8%

12.0%
0.0%

5.2%

6.2%

10.0%

7.3%

4.0%

2.5%

6.2%

10.7%

15.7%

14.7%

20.0%

7.5%

12.4%

16.6%

8.6%

14.7%

12.0%

15.0%

17.5%

10.4%

8.6%

10.7%

12.0%

12.5%

12.4%

5.2%

4.3%

6.2%
0.0%

12.5%

4.1%

18.3%

25.7%

18.6%

16.0%

15.0%

23.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0 1 2 3 6 7 13 14 20 21 27 28

 

13.6%

19.5%

18.4%

11.9%

33.6%

18.3%

21.0%

11.1%

23.2%

30.0%

18.2%

12.5%

26.1%

30.3%

18.0%

13.6%

11.7%

9.5%

6.5%

7.9%

19.7%

11.0%

14.5%

30.0%

9.1%

12.5%

21.7%

6.7%

14.4%

9.1%

5.9%

4.4%
1.8%

4.0%

4.2%

4.0%
0.0%

10.1%

0.0%

10.0%

10.9%

3.9%

4.3%

13.6%

13.4%

12.9%

16.1%

11.0%

18.3%

21.0%

16.7%

13.0%

0.0%

18.2%

17.5%

6.5%

11.4%

18.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

( )

0 1 2 3 6 7 13 14 20 21 27 28

21.6%

57.1%

14.3%

40.7%

25.0%

53.8%

28.0%

26.7%

2.7%

0.0%

9.5%

0.0%

15.0%

7.7%

8.0%

8.9%

5.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

16.0%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 1 2 3 6 7 13 14 20 21 27 28

16 17



 

21.3%

24.0%

22.5%

23.7%

22.2%

11.1%

11.5%

10.5%

7.8%

9.5%

5.8%

3.1%

5.2%

3.7%

4.8%

12.8%

12.8%

15.2%

12.8%

17.5%

17.5%

15.6%

16.3%

18.3%

19.0%

11.5%

9.3%

10.0%

10.0%

14.3%

5.6%

8.7%

6.7%

5.9%

6.3%

14.4%

15.0%

13.7%

17.8%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 1 2 3 6 7 13 14 20 21 27 28

26.6%

15.7%

20.9%

24.0%

35.0%

18.6%

5.9%

11.4%

6.8%

12.0%
0.0%

5.2%

6.2%

10.0%

7.3%

4.0%

2.5%

6.2%

10.7%

15.7%

14.7%

20.0%

7.5%

12.4%

16.6%

8.6%

14.7%

12.0%

15.0%

17.5%

10.4%

8.6%

10.7%

12.0%

12.5%

12.4%

5.2%

4.3%

6.2%
0.0%

12.5%

4.1%

18.3%

25.7%

18.6%

16.0%

15.0%

23.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0 1 2 3 6 7 13 14 20 21 27 28

 

13.6%

19.5%

18.4%

11.9%

33.6%

18.3%

21.0%

11.1%

23.2%

30.0%

18.2%

12.5%

26.1%

30.3%

18.0%

13.6%

11.7%

9.5%

6.5%

7.9%

19.7%

11.0%

14.5%

30.0%

9.1%

12.5%

21.7%

6.7%

14.4%

9.1%

5.9%

4.4%
1.8%

4.0%

4.2%

4.0%
0.0%

10.1%

0.0%

10.0%

10.9%

3.9%

4.3%

13.6%

13.4%

12.9%

16.1%

11.0%

18.3%

21.0%

16.7%

13.0%

0.0%

18.2%

17.5%

6.5%

11.4%

18.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

( )

0 1 2 3 6 7 13 14 20 21 27 28

21.6%

57.1%

14.3%

40.7%

25.0%

53.8%

28.0%

26.7%

2.7%

0.0%

9.5%

0.0%

15.0%

7.7%

8.0%

8.9%

5.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

16.0%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 1 2 3 6 7 13 14 20 21 27 28

16 17



 

[ ] 
27 15.2

( 2- -1-2) 21.6 ( 2- -1--3)
27.9 3 37.2

11.4 ( 2- -1-5)  

( 2- -1-7)
7 13 16.3 28 16.1 ( 2- -1-6)

 
30%

2-II-1-13)
(

 3 37 )

 
2 35~40%

2
4

 

40% 2

30% 20 2-II-1-14

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

18 19



 

19 

 

[考察] 

通報件数が、毎年増加しているが、特に平成 27年度より急激に増加し、昨年度は 15.2％増加して

いる(図表 2-Ⅱ-1-2)。通報者の内訳は、当該施設職員からの 21.6％で最も多い(図表 2-Ⅱ-1-3)。通報

が寄せられた施設の種別は、特別養護老人ホーム 27.9％でもっとも多く、介護保険 3施設で 37.2％

を占めている。一方で居宅系が 11.4％と通報が少ない傾向がある(図表 2-Ⅱ-1-5)。 

事実確認と虐待判断事例数において、事実確認を行っていない理由の「その他」の内訳では、「情

報不足」、「家族・通報者等の拒否」があげられている(図表 2-Ⅱ-1-7)。また、事実確認の初動時の対

応期間が 7～13日が 16.3％、28日以上が 16.1％であった(図表 2-Ⅱ-1-8)。自治体としては、虐待防

止法に基づき、虐待の通報を受理した限りは、速やかに事実確認調査を行うことが必要ではないか。 

事実確認の結果虐待事実が 30%以上の割合で認められたのが「小規模多機能」「有料老人ホーム」

「軽費老人ホーム」などであるが（図表 2-Ⅱ-1-13)、これらのうち、地域密着型介護施設にはいずれ

も地域包括支援センターや地域住民などが参加する「運営推進会議(指定地域密着型サービス事業の

人員、設備及び運営に関する基準 第 3条の 37等)」がチェック機能を担う。この推進会議の活用か

ら、地域包括支援センターからより活発な助言、指導、支援などがなされれば、虐待の未然防止に寄

与するのではないかと考えられる。 

また虐待類型別、あるいはサービス種別にみた 2日以内の事実確認割合は、各々おおむね 35~40%

であり、類型別あるいはサービス種別による差異はなかった(図表 2-Ⅱ-1-16)。ただしこの「2日以内

に事実確認開始が 4割前後」という割合が妥当なのか否か、昨年に比して改善されているのか否かの

評価は、比較対象がないので困難である。 

さらに施設関係者のうち施設職員からの通報では、事実確認が遅れがちな傾向が認められた。実

際、医療機関従事者、施設管理者、地域包括支援センター職員などからの通報では 40%以上が 2日

以内に事実確認を開始されているのに対し、施設事業所職員からの通報ではこれらの早期事実確認開

始が 30%台、元職員では 20％台にとどまっていた（図表 2-Ⅱ-1-14）。施設管理者による通報が多く

見られたことから、施設として虐待対応に協力的であり行政機関との連携ができていることが考えら

れる。虐待認定や対応を速やかに行うには、管理者の役割も大きい。 

これは、内部の施設職員からの虐待通報が最も多かったにもかかわらず、適切な虐待認定に結びつ

いていないことを示している。考えられる理由として、施設管理者による発見は行政担当者によるす

みやかな虐待認定に結びつきやすい。 
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[考察] 
虐待の深刻度スケール(5段階評価）による分類では、どの虐待類型でも深刻度１が最も多くを占め
た(図表 2-Ⅱ-2-5)。ところが、自由記述によれば、深刻度１でもかなり重大な、看過できない記述が
散見される。より現状を正しく反映した、客観的な虐待深刻度の分類、指標の策定が課題である。 
また、通報された虐待のうち介護等放棄は 2割に満たなかったが、自由記述からは、施設等でネグ
レクトが常態化している可能性があるのに、通報数がそれを反映していないのではと懸念される。ネ

グレクトに関しては、虐待の現状と職員の認識に乖離があるのではないか。このことを明確にするた

めにも、虐待の客観的指標は必要とされるだろう。 
なお、虐待類型のうち身体的虐待では、その要因として「職員のストレスや感情コントロール」が

主因となっている（図表 2-Ⅱ-2-33）。施設職員に対しては、虐待防止に関する研修が実施されてい

るが、その評価や効果判定、さらには職員への心身両面の支援が十分でないことがうかがえる。 
さらに虐待発生には職員自身に関する課題のみでなく、法人や組織運営上の問題も大きく関連して

いる。その観点から、管理者の虐待防止に関する意識の向上は必要不可欠である。しかし今回の調査

では「管理者の虐待防止に関する研修受講」は半数を下回っており(図表 2-Ⅱ-2-39)、これら管理者
の積極的な研修受講や意識改善が求められる。 
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[考察] 

 養護者による高齢者虐待に関する相談・通報件数は増加しているが、虐待の事実が認められた事例

数の割合は減少傾向にある（図表 2-Ⅲ-1-1）。相談・通報件数の増加は、高齢者虐待防止法第 18条

に定める「通報及び相談窓口（担当部署の明示）の周知」が進んでいる結果（市区町村の体制整備状

況と対応状況の調査結果で 84.5%が実施と回答（図表 2-Ⅴ-1-1））といえるが、事実確認調査方法と

して「訪問調査」と「立入調査」を合わせると 64.3%にとどまっており、通報・相談のあった事例の

3件に１件の割合で、高齢者や養護者との面会を実施していない状況において、「虐待の有無の判

断」が行われている実態が確認された（図表 2-Ⅲ-1-6）。 

養護者による高齢者虐待は、家庭という密室の中で生じ、発見のしにくさがあることから、多くの

住民や保健、医療、福祉関係者等に対する啓発活動を通じて、いかにして相談・通報に結びつけるか

が重要となる。調査結果では、通報者として「介護支援専門員」が最も多く、「介護保険事業所」と

合わせると全体の 34.6％を占め、介護保険サービスを利用していることで虐待の発見に結びついて

いる実態が確認された。また、「介護支援専門員」や「介護保険事業所」が通報した事例において、

事実確認調査の結果、「虐待を受けた又は受けたと思われると判断した事例」の割合は 60％を超え、

虐待行為が確認された状況で通報に至っている割合が高いことがうかがえる。一方で、近隣住民や民

生委員による通報件数は 5.5％にとどまり、地域から市区町村に寄せられる相談が低迷している。更

に、通報者が近隣住民や民生委員である事例では、「虐待を受けた又は受けたと思われると判断した

事例」の割合が低く、「虐待の疑い」の段階で通報に結びついている状況が確認された。また、近隣

住民や民生委員が通報者である場合の虐待事例の特徴として、被虐待高齢者が介護保険サービスを利

用していない割合が高く、「放棄放任（ネグレクト）」や「心理的虐待」の認定率が高いことから、介

護保険サービスを利用していない高齢者の虐待発見として、地域住民による高齢者の見守りや気づき

が重要な役割を果たしている（図表 2-Ⅲ-1-4、図表 2-Ⅲ-1-8、図表 2-Ⅲ-1-15）。 

相談・通報件数が増加した要因として、警察からの相談・通報件数が著しく増加していることがあ

げられる一方で、「虐待を受けた又は受けたと思われると判断した事例」は 38.4%と最も低く、「虐待

ではないと判断した事例」は 43.5%と最も多く、警察からの相談・通報が全体の「虐待を受けた又は

受けたと思われると判断した事例」の割合に影響を与えている（図表 2-Ⅲ-1-4、図表 2-Ⅲ-1-8）。 

事実確認を行った事例については、相談・通報者が「被虐待高齢者本人」又は「虐待者自身」から

の場合、即日に事実確認を開始している割合が 70%近くを占め、経済的虐待を除く虐待類型での事

実確認開始までの期間は、即日対応が 60％前後であり、身体・生命の安全確保を念頭に置いた事実

確認が行われている実態が確認された。また、「その他の相談・通報者」の場合でも、2日以内(48時

間以内)に事実確認が行われており、高齢者や養護者の支援に向けた対応が迅速に図られていること

が確認された（図表 2-Ⅲ-1-9、図表 2-Ⅲ-1-11）。経済的虐待として通報・相談のあった事例でも、

通報以外の虐待（身体的虐待や心理的虐待など）が生じている可能性もあり、身体生命の安全確保の

観点から、対応日数の差異が生じないよう市区町村における体制を整えることが求められる。 
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２）被虐待高齢者の属性と虐待行為の内容・程度 

 虐待行為の類型や深刻度について、被虐待高齢者の属性との関係を整理したところ、下記の傾向が

みられた。 

 ・被虐待高齢者の性別と虐待類型の関係では、性別によって極端な差はみられないものの、被虐待

高齢者が男性の場合は放棄放任（ネグレクト）や経済的虐待を受けた割合が高く、被虐待高齢者

が女性では身体的虐待や心理的虐待の割合が高くなっていた（図表 2-Ⅲ-2-15）。虐待の深刻度に

ついては、被虐待高齢者の性別による差異はほとんどみられなかった（図表 2-Ⅲ-2-16）。 

 ・被虐待高齢者の年齢と虐待類型の関係では、被虐待高齢者の年齢が若いほど身体的虐待を受けた

割合が高く、逆に被虐待高齢者の年齢が高まるほど放棄放任（ネグレクト）の割合が高くなって

いた（図表 2-Ⅲ-2-17）。虐待の深刻度については被虐待高齢者の年齢間で大きな差異はみられな

かった（図表 2-Ⅲ-2-18）。 

 ・被虐待高齢者の介護保険申請状況（未申請者と認定済み者の比較）と虐待類型の関係では、未申

請者では身体的虐待や心理的虐待を受けた割合が高く、逆に放棄放任（ネグレクト）は認定済み

者の割合が高くなっていた（図表 2-Ⅲ-2-19）。虐待の深刻度については、明確な差はみられなか

った（図表 2-Ⅲ-2-20）。 

 ・介護保険認定済み被虐待高齢者の要介護度と虐待類型の関係をみると、要介護度が重度になるに

従って放棄放任（ネグレクト）を受ける割合が顕著に高まっていた。逆に、心理的虐待や身体的

虐待では要介護度が軽度になるほど割合が高くなる傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-2-21）。虐待の深

刻度については、要介護度が重度になるに従って深刻度 4・5の割合も高まる傾向がみられた（図

表 2-Ⅲ-2-22）。 

 ・被虐待高齢者の認知症の程度と虐待類型の関係では、要介護度と同様、認知症の程度が重度化す

るに従って放棄放任（ネグレクト）を受けた割合が高まっており、心理的虐待については逆の傾

向がみられた（図表 2-Ⅲ-2-23）。なお、虐待の深刻度については、明確な差異はみられなかった

（図表 2-Ⅲ-2-24）。 

 ・被虐待高齢者の寝たきり度と虐待類型の関係をみると、要介護度と同様、寝たきり度が重度にな

るに従って放棄放任（ネグレクト）を受けた割合が高まっており、身体的虐待や心理的虐待では

逆の傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-2-25）。虐待の深刻度については、寝たきり度が重度になるに従

い深刻度 4・5の割合が高まる傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-2-26）。 

・介護保険認定済み被虐待高齢者の介護サービス利用状況と虐待類型の関係をみると、介護サービ

ス利用者は身体的虐待の割合が高いが、放棄放任（ネグレクト）を受けていた割合は低い（図表

2-Ⅲ-2-27）。また、虐待の深刻度については、深刻度 4・5の割合は介護サービス利用者が若干低

くなっていた（図表 2-Ⅲ-2-28）。 
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[考察] 

「虐待を受けた又は受けたと思われると判断した事例」における虐待の類型では、「身体的虐待」

に次いで「心理的虐待」が多く、身体的虐待と心理的虐待が同時に行われている場合があり、その他

の虐待類型でも、身体的虐待と心理的虐待が関連している割合が高いことから、事実確認において相

談・通報があった虐待類型以外の調査を実施することが求められる（図表 2-Ⅲ-2-1、図表 2-Ⅲ-2-

2）。 

「経済的虐待」においても、「身体的虐待」や「介護等放棄（ネグレクト）」、「心理的虐待」が

30％程度で重複して行われており、「虐待類型別にみた初動期の対応日数の分布（図表 2-Ⅲ-1-11）」

にも関連し、「経済的虐待」として相談・通報があった事例においても、事実確認開始までの期間に

差異が生じないよう市区町村での体制整備が求められる。 

虐待の深刻度スケール(5段階評価）による分類については、「著しい」「重大な」の線引きが難し

く、市町村や担当者の主観が入りやすいため、客観的な虐待深刻度の分類、指標の策定が課題である

（図表 2-Ⅲ-2-4）。 

被虐待高齢者の 75 歳以上が 76.6％、介護保険認定済者が 67.7%（内 認知症高齢者の日常生活自

立度Ⅱ以上：71.7%、寝たきり度Ａランク：41.3%）、介護サービス利用者が 81.6%となっており、ま

た、被虐待高齢者が訪問系や通所系の介護保険サービスを利用している割合が高いことから、被虐待

高齢者や養護者と接する機会のあるサービス提供事業者に対し、虐待の通報に結びつけるための啓発

や仕組みを整えていくことが望まれる。なお、医師や医療機関からの通報割合は、5.1％にとどまっ

ているが、介護保険認定過程における主治医意見書の作成段階での医師や医療機関による診察での発

見から通報に結びつける取り組みが求められる。（図表 2-Ⅲ-2-7～図表 2-Ⅲ-2-14） 

放棄放任（ネグレクト）では、被虐待高齢者が高齢になるほど高くなり、また要介護度や認知症の

程度、寝たきり度が重度になるほど高まっている(図表 2-Ⅲ-2-17)。また、介護保険サービスを受けて

いた場合では、放棄放任（ネグレクト）の割合が低くなっており、介護支援専門員によるアセスメン

トに基づく介護保険サービス等の調整により、虐待の未然防止を図ることが求められる。このこと

は、虐待発生の要因分析の「虐待者（養護者）の介護疲れ・介護ストレス」が最も多く、「虐待者

（養護者）の障害・疾病」や「被虐待高齢者の認知症の症状」にも関連している。 

「身体的虐待」では、被虐待高齢者の年齢が若いほど認定率が高く、介護保険認定が未申請又は、

介護保険認定済みの場合でも要介護度・認知症の程度・寝たきり度が軽度であるほど高い傾向がみら

れ、身体機能や認知機能が保たれた中で虐待認定に至っている状況がうかがえる。また、介護保険サ

ービスを受けていた場合でも認定率が高くなっており、介護支援専門員や介護保険事業所等による発

見・通報から虐待対応がなされている傾向が確認された。介護保険サービスを利用していない場合に

は、「身体的虐待」を受けていても発見しにくい状況にあり、市区町村として、早期発見・早期対応

する体制を整えることが求められる。（図表 2-Ⅲ-2-17、図表 2-Ⅲ-2-19、図表 2-Ⅲ-2-21、図表 2-

Ⅲ-2-23、図表 2-Ⅲ-2-25、図表 2-Ⅲ-2-27） 

同別居関係では、「虐待者と同居」している割合が 87.0%と高く、「虐待者のみと同居」している割

合は半数を占める。家族形態として 61.5%が子世代と同居しており、同居の事例では「身体的虐待」

や「心理的虐待」が含まれる割合が高くなっている。また、夫婦間での虐待事例では、夫婦のみ世帯

が 70％近くを占め、息子や娘が虐待者である場合には、被虐待高齢者と虐待者のみの世帯が 30％を

超えて最も多くなっている。被虐待高齢者と虐待者以外の同居人がいない密室性が高い中で虐待が行

われていることから、市区町村における早期発見の体制が求められる。（図表 2-Ⅲ-2-37、図表 2-Ⅲ-

2-38、図表 2-Ⅲ-2-39、図表 2-Ⅲ-2-41） 
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発生要因として、「虐待者（養護者）の介護疲れ・介護ストレス」、「虐待者（養護者）の障害・疾

病」、「被虐待高齢者の認知症の症状」の占める割合が高く、被虐待高齢者に対する医療や介護保険サ

ービスの調整及び支援に加え、養護者に対する医療や保健、障害福祉サービス等の支援など、未然防

止をより一層図るための対応が求められる。（図表 2-Ⅲ-2-47） 
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[考察] 
虐待事例への対応方法に関しての、類型や深刻度との関係を整理したデータから、「放棄放任」（ネ

グレクト）や「性的虐待」が含まれる事案において「分離対応」が行われた割合が高くなっている。

また、虐待の深刻度との関係では、深刻度が重度になるにしたがって「分離」を行った割合も高まっ

ており、虐待の深刻度が対応方法と密接な関係にあることが明らかとなった。 
ところで、「放棄放任」（ネグレクト）事例は、図表 2-Ⅲ-2-23、図表 2-Ⅲ-2-24、図表 2-Ⅲ-2-25

より、被虐待高齢者が高齢になるほど高くなり、また要介護度や認知症の程度、寝たきり度が重度に

なるほど高まっている。また、図表 2-Ⅲ-2-27より介護保険サービスを受けていた場合では、放棄放

任（ネグレクト）の割合が低いとの結果である。 

これらのことから、「放棄放任」において「分離」に至る事例においては、介護支援専門員などの

第三者の関わり、また、適切なアセスメントに基づく介護保険サービス等の調整があれば、虐待状況

を未然に防げた場合もあることが予測できる。それらの事を鑑みると、今回「分離」に至った事例に

おいては、第三者による介入、適切なアセスメントによるサービスへのアクセスへの不十分さがもた

らした状況であるととらえることもできよう。 
ところで、「分離」をしていない場合の対応については(図表 2-Ⅲ-3-5）、「経過観察(見守りのみ)」
しか行っていない事例が 25.8％と全体の 4分の 1を占める。経過観察後の状況について詳細なモニ
タリングが求められると言える。 
一方、「経過観察(見守り)」以外の対応としては、「養護者に対する助言・指導」が最も多い。つい
で「すでに介護保険サービスを受けているが、ケアプランを見直す」が 26.8％、「すでに介護保険サ
ービスを受けているが、ケアプランを見直す」は 7.8%、「被虐待高齢者が介護保険サービス以外のサ
ービスを利用」となっている。 

96 97



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
[ ] 

 
2- -2-23 2- -2-24 2- -2-25

2- -2-27
 

 
( 2- -3-5 ( )

25.8 4 1
 

( )
26.8

7.8%
 

96 97



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

98 99



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

98 99



 

100 

 

（４）事件前の行政サービス等の利用 

 事件前の行政サービス等の利用状況、行政対応の状況について整理した。 

 事件前の行政サービス等の利用状況をみると、介護保険サービスについては利用「あり」が 21人中

11人であった。また、医療機関の利用「あり」は 21人中 11人、行政への相談「あり」は 21人中 7人

であり、21人中 15人がいずれかのサービス等を利用していた。 

 上記の行政サービス等の利用状況とは別に、事件前の行政機関による何らかの対応の有無（高齢者

虐待事例としての対応に限らず）を確認したところ、対応「あり」とされたのは 11人であった。 

 また、高齢者虐待防止法第 11条に基づく立入調査を行った事例は 3件（3人）であった。 

 

図表 2-Ⅳ-2-11 事件前のサービス利用状況等 

 

 

 

 

 

 

 

      ※「介護保険サービスの利用」の「なし・不明」には、介護サービスを「過去受けていたが事件発生時点

では受けていない」を含む。 

 

図表 2-Ⅳ-2-12 事件前の行政機関による 何らの対応の有無   図表 2-Ⅳ-2-13 立入調査（法第 11条）の有無 

 

  

 

 

 

 

[考察] 

 要介護 3以上の高齢者が 42.8%を占め、認知症ありが 47.6%を占めており、介護者の負担が増大す

ることが重篤化に結び付きやすいことが指摘できる（図表 2-Ⅳ-2-3、図表 2-Ⅳ-2-4）。 

死亡事例の 61.9%で「加害者とのみ同居」であり、「事件前の行政サービス等の利用」では、 全体

の約 3割で介護保険や医療保険、行政への相談に結び付いていない実態からも、第三者の介入のない、

密室性が高い中で生じていることが確認できる（図表 2-Ⅳ-2-6）。 

介護者の負担が増大する場合に加え、さらに養護者側に何らからの障害や疾病がある場合、事前に

SOSを出すことができずに、虐待が重篤化しやすいと推察される。 

死亡事例で介護保険を利用していたものは約半数ではあるが、一方で、医療・介護・行政機関の利

用や相談があったものは 7 割におよんでいるところから（図表 2-Ⅳ-2-11）、行政、医療機関、地域包

括支援センター、介護事業者等、地域の民生委員等や各ネットワークは相談等のきっかけを逃さず、

連携して専門的な支援につなげる体制整備が意識される必要がある。 

 
 
 

あり なし・不明 合計

人数 11 10 21

割合 52.4% 47.6% 100.0%

人数 11 10 21

割合 52.4% 47.6% 100.0%

人数 7 14 21

割合 33.3% 66.7% 100.0%

人数 15 6 21

割合 71.4% 28.6% 100.0%

事件前の介護保険サービス・医療機関・行政相
談いずれかの利用

事件前の行政への相談

事件前の医療機関の利用

事件前の介護保険サービス利用

人数 割合

あり 11 52.4%

なし 10 47.6%

合計 21 100.0%

人数 割合

あり 3 14.3%

なし 18 85.7%

合計 21 100.0%
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第 章3 自治体における高齢者虐待対応体制の
整備かかる調査
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高齢者虐待の増減要因分析
（時系列分析）参考分析
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図１ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の

相談・通報件数と虐待判断件数の推移

相談・通報件数

虐待判断件数

（件）

参考 高齢者虐待の増減要因分析（時系列分析） 

 

１．高齢者虐待の増減要因分析の考え方 

 既に数多くの先行研究等において個々のケースにおける高齢者虐待の要因分析は行われて

いるものの、時系列でみた増減要因分析については、利用可能な統計指標の制約もあり十分

には行われていない。現状においても統計指標は十分とはいえないが、ここでは高齢者虐待

防止法施行後に毎年実施されてきた「法に基づく対応状況調査」の結果をもとに、各種社会

経済指標等との関連性を含め高齢者虐待の増減要因分析を探索的に行った。 

ただし、高齢者虐待の増減要因を説明できる既存統計指標は非常に限られているため、本

分析には一定の限界があることに留意が必要である。 

高齢者虐待の増減要因分析は、下記の方法で実施した。 

① 法に基づく対応状況調査において整理されている、虐待発生要因、被虐待高齢者の特徴、

虐待者の特徴等の結果をもとに、要介護施設従事者等及び養護者別に高齢者虐待が発生

する（または抑制される）要因や背景等について仮説を立てた。 

② 仮説を説明しうる統計指標を選定し、平成 18年度～平成 30年度における高齢者虐待発

生件数を説明するための重回帰分析を行った。その際、高齢者虐待防止等に対する市町

村の体制整備による影響を把握するため、「法に基づく対応状況調査」における市町村体制

整備の実施状況を政策変数として加味した。 

なお、高齢者虐待の件数は、平成 18年度～平成 30年度の「法に基づく対応状況調査」結果

（全国計）を用いた。 

 

２． 養介護施設従事者等による高齢者虐待 

（１）高齢者虐待の件数の推移 

  平成 18年度以降、養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数、虐待判断件数は

年々増加しており、平成 30年度では相談・通報件数が 2,187件、虐待判断件数が 621件となっ

ている。 
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  　　年　　月　　日　　時　分～　　時　分 対応者： 所属機関：

□電話　□来所　□その他（　　　　）

□本人　　□家族親族（同居・別居）続柄：　　　　□近隣住民・知人　□民生委員

□地域包括支援センター　□在宅介護支援センター　□介護支援専門員　□介護保険サービス事業所

□医療機関　　　　　　　□警察　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　）

【本人の状況】

□明治□大正□昭和　　年　　月　　日

住民票登録住所　□同左　□異

電話： その他連絡先： （続柄：　　　 ）

□自宅　　□病院（　　　　　　　　）　□施設（　　　　　　　　　）　□その他（　　　　　　　　）

□非該当　□要支援（　）　□要介護（　）　□申請中（　月　日）　□未申請　□申請予定

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　）□なし

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　）□なし

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　）□なし

□一般（　　　　　）　□認知症（　　　　　）　□精神疾患（　　　　　）　□難病（　　　　　）

□無　□有（等級：　　種別：　　　　）

生活保護受給（□なし　□あり）

【本人の意向など】※生活歴、キーパーソン、関係機関などわかる範囲で書き込む

【世帯構成】 【介護者の状況】

家族状況（ジェノグラム） 歳

□配偶者　　　□息子　　□娘　　　□息子の配偶者　

□娘の配偶者　□実兄弟　□実姉妹　□義兄弟　　

□義姉妹　　　□孫　　　□その他（　　　　　　　）

□同上

【主訴・相談の概要】

　□家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がする〔疑い〕

　□暑い日や寒い日、雨の日なのに高齢者が長時間外にいる〔疑い〕

　□介護が必要なのに、サービスを利用している様子がない〔疑い〕

　□高齢者の服が汚れていたり、お風呂に入っている様子がない〔疑い〕

　□あざや傷がある〔疑い〕

　□問いかけに反応がない、無表情、怯えている〔疑い〕

　□食事をきちんと食べていない〔疑い〕

　□年金などお金の管理ができていない〔疑い〕

　□養護者の態度（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□その他（具体的内容を記載）

　相談者（通報・届出者）は　□実際に目撃した　　□怒鳴り声や泣き声、物音等を聞いて推測した

　　　　　　　　　　　　　　□本人から聞いた　　□関係者（　　　　　　　　　）から聞いた

【今後の対応】

　□相談終了：　□聞き取りのみ　□情報提供・助言　□他機関への取次・斡旋（機関名：　　　　　　　　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　）

　□相談継続：　□権利擁護対応（虐待対応を除く）　□包括的継続的ケアマネジメント支援　□高齢者虐待　  □その他（　　　　　　　　　　　）

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都国分寺市作成様式を参考に作成）

その他特記事項

相談・通報・届出受付票（総合相談）

受付方法

電話番号

氏名

居宅介護支援事業所

住所または
所属機関名

相談年月日

職業

障害手帳

介護支援専門員

虐待の
可能性

連絡先

相談内容

電話番号

本人との
関係

年齢性別

氏名 年齢

続柄

　備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

相談者
（通報者）

情報源

生年月日 歳

居　所

氏　名

現住所

経済状況

介護認定

利用サービス

介護保険

主疾患

身体状況

介護保険外

総合事業

【虐待の可能性（通報段階）】

　□身体的虐待の疑い　□放棄・放任の疑い　□心理的虐待の疑い　□性的虐待の疑い　□経済的虐待の疑い

　□虐待とは言い切れないが不適切な状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【情報収集依頼項目】

　□住民票　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□生活保護の受給　　　□障害者手帳の有無（身・知・精）□障害福祉ｻｰﾋﾞｽ利用状況　　 □

　□主治医・医療機関　　□保健所・保健センターの関与　　□他機関（　　　　　　　　　　）の関与

　□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※情報収集依頼によって得られた情報は、アセスメント要約票へ集約し整理する

【事実確認の方法と役割分担】

　※訪問時の状況や聞き取りした内容を「事実確認票」へ記載

　　　　　年　　月　　日　　時迄　※48時間以内のコアメンバー会議開催を踏まえて設定する

※事実確認の方法と役割分担に関する協議が終わったら「事実確認」へ

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都国分寺市作成様式を参考に作成）

　□課税状況　　　　　　□国民年金　　　　　　　　　　　□障害年金　　　　　　　　　□国民健康保険納付状況

面接調査

　　協 議 者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協議方法（電話　訪問　その他）

□関係者・関係機関１（　　　　　　　　　　　　　担当：　　　　　　）
事実確認の

方法

　養護者：□自宅訪問　□来所　□その他の場所（　　　　　　　）　面接者（　　　　，　　　）

　　協議日時：   　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　　

□関係者・関係機関２（　　　　　　　　　　　　　担当：　　　　　　）

世帯構成

　　依頼日時：   　　  年　　　月　　　日　　　時　　　分　　

　　依 頼 先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依頼方法（電話　訪問　その他）

事実確認
期限

その他

事実確認中に予測されるリスクと対応方法

　高齢者：□自宅訪問　□来所　□その他の場所（　　　　　　　）　面接者（　　　　，　　　）

□ケース会議等　　　（　　　　 　　　　　　     担当：　　　　　 　）

関係者から
の聞き取り

□関係者・関係機関３（　　　　　　　　　　　　　担当：　　　　　　）

高齢者虐待情報共有・協議票

関係機関等

福祉サービス等

虐待の可能性
（通報段階）

　□後期高齢者医療制度保険料納付状況　　　　　　　　　　□水道料金滞納状況　　　　　□公営住宅家賃滞納状況
経済状況

介護保険 　□介護認定の有無　　　□担当居宅介護支援事業所　　　　□介護保険料所得段階　　　　□介護保険料納付状況
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  　　年　　月　　日　　時　分～　　時　分 対応者： 所属機関：

□電話　□来所　□その他（　　　　）

□本人　　□家族親族（同居・別居）続柄：　　　　□近隣住民・知人　□民生委員

□地域包括支援センター　□在宅介護支援センター　□介護支援専門員　□介護保険サービス事業所

□医療機関　　　　　　　□警察　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　）

【本人の状況】

□明治□大正□昭和　　年　　月　　日

住民票登録住所　□同左　□異

電話： その他連絡先： （続柄：　　　 ）

□自宅　　□病院（　　　　　　　　）　□施設（　　　　　　　　　）　□その他（　　　　　　　　）

□非該当　□要支援（　）　□要介護（　）　□申請中（　月　日）　□未申請　□申請予定

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　）□なし

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　）□なし

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　）□なし

□一般（　　　　　）　□認知症（　　　　　）　□精神疾患（　　　　　）　□難病（　　　　　）

□無　□有（等級：　　種別：　　　　）

生活保護受給（□なし　□あり）

【本人の意向など】※生活歴、キーパーソン、関係機関などわかる範囲で書き込む

【世帯構成】 【介護者の状況】

家族状況（ジェノグラム） 歳

□配偶者　　　□息子　　□娘　　　□息子の配偶者　

□娘の配偶者　□実兄弟　□実姉妹　□義兄弟　　

□義姉妹　　　□孫　　　□その他（　　　　　　　）

□同上

【主訴・相談の概要】

　□家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がする〔疑い〕

　□暑い日や寒い日、雨の日なのに高齢者が長時間外にいる〔疑い〕

　□介護が必要なのに、サービスを利用している様子がない〔疑い〕

　□高齢者の服が汚れていたり、お風呂に入っている様子がない〔疑い〕

　□あざや傷がある〔疑い〕

　□問いかけに反応がない、無表情、怯えている〔疑い〕

　□食事をきちんと食べていない〔疑い〕

　□年金などお金の管理ができていない〔疑い〕

　□養護者の態度（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□その他（具体的内容を記載）

　相談者（通報・届出者）は　□実際に目撃した　　□怒鳴り声や泣き声、物音等を聞いて推測した

　　　　　　　　　　　　　　□本人から聞いた　　□関係者（　　　　　　　　　）から聞いた

【今後の対応】

　□相談終了：　□聞き取りのみ　□情報提供・助言　□他機関への取次・斡旋（機関名：　　　　　　　　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　）

　□相談継続：　□権利擁護対応（虐待対応を除く）　□包括的継続的ケアマネジメント支援　□高齢者虐待　  □その他（　　　　　　　　　　　）

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都国分寺市作成様式を参考に作成）

その他特記事項

相談・通報・届出受付票（総合相談）

受付方法

電話番号

氏名

居宅介護支援事業所

住所または
所属機関名

相談年月日

職業

障害手帳

介護支援専門員

虐待の
可能性

連絡先

相談内容

電話番号

本人との
関係

年齢性別

氏名 年齢

続柄

　備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

相談者
（通報者）

情報源

生年月日 歳

居　所

氏　名

現住所

経済状況

介護認定

利用サービス

介護保険

主疾患

身体状況

介護保険外

総合事業

【虐待の可能性（通報段階）】

　□身体的虐待の疑い　□放棄・放任の疑い　□心理的虐待の疑い　□性的虐待の疑い　□経済的虐待の疑い

　□虐待とは言い切れないが不適切な状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【情報収集依頼項目】

　□住民票　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□生活保護の受給　　　□障害者手帳の有無（身・知・精）□障害福祉ｻｰﾋﾞｽ利用状況　　 □

　□主治医・医療機関　　□保健所・保健センターの関与　　□他機関（　　　　　　　　　　）の関与

　□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※情報収集依頼によって得られた情報は、アセスメント要約票へ集約し整理する

【事実確認の方法と役割分担】

　※訪問時の状況や聞き取りした内容を「事実確認票」へ記載

　　　　　年　　月　　日　　時迄　※48時間以内のコアメンバー会議開催を踏まえて設定する

※事実確認の方法と役割分担に関する協議が終わったら「事実確認」へ

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都国分寺市作成様式を参考に作成）

　□課税状況　　　　　　□国民年金　　　　　　　　　　　□障害年金　　　　　　　　　□国民健康保険納付状況

面接調査

　　協 議 者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協議方法（電話　訪問　その他）

□関係者・関係機関１（　　　　　　　　　　　　　担当：　　　　　　）
事実確認の

方法

　養護者：□自宅訪問　□来所　□その他の場所（　　　　　　　）　面接者（　　　　，　　　）

　　協議日時：   　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　　

□関係者・関係機関２（　　　　　　　　　　　　　担当：　　　　　　）

世帯構成

　　依頼日時：   　　  年　　　月　　　日　　　時　　　分　　

　　依 頼 先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依頼方法（電話　訪問　その他）

事実確認
期限

その他

事実確認中に予測されるリスクと対応方法

　高齢者：□自宅訪問　□来所　□その他の場所（　　　　　　　）　面接者（　　　　，　　　）

□ケース会議等　　　（　　　　 　　　　　　     担当：　　　　　 　）

関係者から
の聞き取り

□関係者・関係機関３（　　　　　　　　　　　　　担当：　　　　　　）

高齢者虐待情報共有・協議票

関係機関等

福祉サービス等

虐待の可能性
（通報段階）

　□後期高齢者医療制度保険料納付状況　　　　　　　　　　□水道料金滞納状況　　　　　□公営住宅家賃滞納状況
経済状況

介護保険 　□介護認定の有無　　　□担当居宅介護支援事業所　　　　□介護保険料所得段階　　　　□介護保険料納付状況
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確認者： 確認日時： 　年　　月　　日　　時　～　　年　　月　　日　　時

□男 □女 年齢 歳

　□居宅　□来所（□行政　□地域包括支援センター）　□その他（　　　　　　）

確認時の同席者の有無 　□無　　□有（氏名：　　　　　　　　　　　　）

【本人】

【養護者】

【第三者】：（　　　　　　　　　）

　１．虐待が始まったと思われる時期：   　　　　年　　　　月頃

　２．虐待が発生する頻度：

　３．虐待が発生するきっかけ：

　４．虐待が発生しやすい時間帯：

※裏面の事実確認項目（サイン）を利用して事実確認を行う。

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都健康長寿医療センター研究所作成様式を参考に作成）

事実確認票－チェックシート

性別

発言内容や状態・行動・態度など（見聞きしたことをそのまま記入）

　虐待の全体的状況

発生状況

　　　年　　月　　日生高齢者本人氏名

確認場所

生年月日

※１：「通」：通報があった内容に○をつける。「確認日」：行政および地域包括支援センター職員が確認した日付を記入。
※２：「確認項目」の列の太字で下線の項目（例「外傷等」）が確認された場合は、『緊急保護の検討』が必要。

通 確認項目 サイン；当てはまるものがあれば○で囲み、他に気になる点があれば（　　）に簡単に記入

確認方法（番号に○印またはチェック）
確認者（カッコ内に「誰が」、「誰（何）から」を記

入）
1.写真、2.目視、3.記録、4.聴き取り、 5.その他

頭部外傷（血腫、骨折等の疑い）、腹部外傷、重度の褥そう、その他（        　）

部位：　　　　　　　　　　　大きさ：　　　　　　　　　　　　　　　　

全身状態・意識レベル 全身衰弱、意識混濁、その他（　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

脱水症状 重い脱水症状、脱水症状の繰り返し、軽い脱水症状、その他（　      　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

栄養状態等 栄養失調、低栄養・低血糖の疑い、その他（　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

身体に複数のあざ、頻繁なあざ、やけど、刺し傷、打撲痕・腫張、その他（　　       ）

部位：　　　　　　　　　　　大きさ：　　　　　　　　色：　　　　　　　　

体重の増減 急な体重の減少、やせすぎ、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

出血や傷の有無 生殖器等の傷、出血、かゆみの訴え、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

衣服･寝具の清潔さ 着の身着のまま、濡れたままの下着、汚れたままのシーツ、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

身体の清潔さ 身体の異臭、汚れのひどい髪、皮膚の潰瘍、のび放題の爪、その他（　　　　   　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な食事
菓子パンのみの食事、余所ではガツガツ食べる、拒食や過食が見られる、
その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な睡眠 不眠の訴え、不規則な睡眠、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

行為の制限
自由に外出できない、自由に家族以外の人と話すことができない、
長時間家の外に出されている、その他（　　                　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

不自然な状況
資産と日常生活の大きな落差、食べる物にも困っている、
年金通帳・預貯金通帳がない、その他（　　　　            　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

住環境の適切さ 異臭がする、極度に乱雑、ベタベタした感じ、暖房の欠如、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

恐怖や不安の訴え 「怖い」「痛い」「怒られる」「殴られる」などの発言、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

保護の訴え
「殺される」「○○が怖い」「何も食べていない」「家にいたくない」「帰りたくない」
などの発言、その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

強い自殺念慮 「死にたい」などの発言、自分を否定的に話す、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

あざや傷の説明 つじつまが合わない、求めても説明しない、隠そうとする、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

金銭の訴え
「お金をとられた」｢年金が入ってこない」「貯金がなくなった」などの発言、
その他（　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

性的事柄の訴え 「生殖器の写真を撮られた」などの発言、その他（　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

話のためらい 関係者に話すことをためらう、話す内容が変化、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

おびえ、不安 おびえた表情、急に不安がる、怖がる、人目を避けたがる、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

無気力さ 無気力な表情、問いかけに無反応、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

態度の変化
家族のいる場面いない場面で態度が異なる、なげやりな態度、
急な態度の変化、その他（　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な医療の受診 家族が受診を拒否、受診を勧めても行った気配がない、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な服薬の管理
本人が処方されていない薬を服用、処方された薬を適切に服薬できていない、
その他（　　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

入退院の状況 入退院の繰り返し、救急搬送の繰り返し、その他（　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な介護等ｻｰﾋﾞｽ
必要であるが未利用、勧めても無視あるいは拒否、必要量が極端に不足、
その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

支援のためらい・拒否 援助を受けたがらない、新たなサービスは拒否、その他（　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

費用負担
サービス利用負担が突然払えなくなる、サービス利用をためらう、
その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

支援者への発言
「何をするかわからない」「殺してしまうかもしれない」等の訴えがある、
その他（　　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

保護の訴え 虐待者が高齢者の保護を求めている、その他（　　　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

暴力、脅し等 刃物、ビンなど凶器を使った暴力や脅しがある、その他（　　　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

高齢者に対する態度 冷淡、横柄、無関心、支配的、攻撃的、拒否的、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

高齢者への発言
「早く死んでしまえ」など否定的な発言、コミュニケーションをとろうとしない、
その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

支援者に対する態度
援助の専門家と会うのを避ける、話したがらない、拒否的、専門家に責任転嫁、
その他（　　　       　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

精神状態・判断能力 虐待者の精神的不安定・判断力低下、非現実的な認識、その他（　　   　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都健康長寿医療センター研究所作成様式を参考に作成）

事実確認項目（サイン）

外傷等

あざや傷
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況

確認日

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した
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１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した
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確認者： 確認日時： 　年　　月　　日　　時　～　　年　　月　　日　　時

□男 □女 年齢 歳

　□居宅　□来所（□行政　□地域包括支援センター）　□その他（　　　　　　）

確認時の同席者の有無 　□無　　□有（氏名：　　　　　　　　　　　　）

【本人】

【養護者】

【第三者】：（　　　　　　　　　）

　１．虐待が始まったと思われる時期：   　　　　年　　　　月頃

　２．虐待が発生する頻度：

　３．虐待が発生するきっかけ：

　４．虐待が発生しやすい時間帯：

※裏面の事実確認項目（サイン）を利用して事実確認を行う。

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都健康長寿医療センター研究所作成様式を参考に作成）

事実確認票－チェックシート

性別

発言内容や状態・行動・態度など（見聞きしたことをそのまま記入）

　虐待の全体的状況

発生状況

　　　年　　月　　日生高齢者本人氏名

確認場所

生年月日

※１：「通」：通報があった内容に○をつける。「確認日」：行政および地域包括支援センター職員が確認した日付を記入。
※２：「確認項目」の列の太字で下線の項目（例「外傷等」）が確認された場合は、『緊急保護の検討』が必要。

通 確認項目 サイン；当てはまるものがあれば○で囲み、他に気になる点があれば（　　）に簡単に記入

確認方法（番号に○印またはチェック）
確認者（カッコ内に「誰が」、「誰（何）から」を記

入）
1.写真、2.目視、3.記録、4.聴き取り、 5.その他

頭部外傷（血腫、骨折等の疑い）、腹部外傷、重度の褥そう、その他（        　）

部位：　　　　　　　　　　　大きさ：　　　　　　　　　　　　　　　　

全身状態・意識レベル 全身衰弱、意識混濁、その他（　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

脱水症状 重い脱水症状、脱水症状の繰り返し、軽い脱水症状、その他（　      　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

栄養状態等 栄養失調、低栄養・低血糖の疑い、その他（　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

身体に複数のあざ、頻繁なあざ、やけど、刺し傷、打撲痕・腫張、その他（　　       ）

部位：　　　　　　　　　　　大きさ：　　　　　　　　色：　　　　　　　　

体重の増減 急な体重の減少、やせすぎ、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

出血や傷の有無 生殖器等の傷、出血、かゆみの訴え、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

衣服･寝具の清潔さ 着の身着のまま、濡れたままの下着、汚れたままのシーツ、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

身体の清潔さ 身体の異臭、汚れのひどい髪、皮膚の潰瘍、のび放題の爪、その他（　　　　   　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な食事
菓子パンのみの食事、余所ではガツガツ食べる、拒食や過食が見られる、
その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な睡眠 不眠の訴え、不規則な睡眠、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

行為の制限
自由に外出できない、自由に家族以外の人と話すことができない、
長時間家の外に出されている、その他（　　                　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

不自然な状況
資産と日常生活の大きな落差、食べる物にも困っている、
年金通帳・預貯金通帳がない、その他（　　　　            　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

住環境の適切さ 異臭がする、極度に乱雑、ベタベタした感じ、暖房の欠如、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

恐怖や不安の訴え 「怖い」「痛い」「怒られる」「殴られる」などの発言、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

保護の訴え
「殺される」「○○が怖い」「何も食べていない」「家にいたくない」「帰りたくない」
などの発言、その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

強い自殺念慮 「死にたい」などの発言、自分を否定的に話す、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

あざや傷の説明 つじつまが合わない、求めても説明しない、隠そうとする、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

金銭の訴え
「お金をとられた」｢年金が入ってこない」「貯金がなくなった」などの発言、
その他（　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

性的事柄の訴え 「生殖器の写真を撮られた」などの発言、その他（　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

話のためらい 関係者に話すことをためらう、話す内容が変化、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

おびえ、不安 おびえた表情、急に不安がる、怖がる、人目を避けたがる、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

無気力さ 無気力な表情、問いかけに無反応、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

態度の変化
家族のいる場面いない場面で態度が異なる、なげやりな態度、
急な態度の変化、その他（　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な医療の受診 家族が受診を拒否、受診を勧めても行った気配がない、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な服薬の管理
本人が処方されていない薬を服用、処方された薬を適切に服薬できていない、
その他（　　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

入退院の状況 入退院の繰り返し、救急搬送の繰り返し、その他（　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

適切な介護等ｻｰﾋﾞｽ
必要であるが未利用、勧めても無視あるいは拒否、必要量が極端に不足、
その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

支援のためらい・拒否 援助を受けたがらない、新たなサービスは拒否、その他（　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

費用負担
サービス利用負担が突然払えなくなる、サービス利用をためらう、
その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

支援者への発言
「何をするかわからない」「殺してしまうかもしれない」等の訴えがある、
その他（　　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

保護の訴え 虐待者が高齢者の保護を求めている、その他（　　　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

暴力、脅し等 刃物、ビンなど凶器を使った暴力や脅しがある、その他（　　　　　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

高齢者に対する態度 冷淡、横柄、無関心、支配的、攻撃的、拒否的、その他（　　　　　　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

高齢者への発言
「早く死んでしまえ」など否定的な発言、コミュニケーションをとろうとしない、
その他（　　　　　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

支援者に対する態度
援助の専門家と会うのを避ける、話したがらない、拒否的、専門家に責任転嫁、
その他（　　　       　　　　　）

１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

精神状態・判断能力 虐待者の精神的不安定・判断力低下、非現実的な認識、その他（　　   　　　　）
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

その他
１、２、３、４、５

（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都健康長寿医療センター研究所作成様式を参考に作成）

事実確認項目（サイン）

外傷等

あざや傷
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１、２、３、４、５
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１、２、３、４、５
（　　　　　　）が（　　　　　）から確認した
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対応計画　　　　回目用

Ⅰ．高齢者本人の情報　　面接担当者氏名：

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都健康長寿医療センター研究所作成様式を参考に作成）

　１ヶ月に本人が使える金額　　　　万円

高
齢
者
本
人
の
希
望

【生活状況】

食　　事（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
調　　理（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
移　　動（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
買　　物（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
掃除洗濯（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
入　　浴（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
排　　泄（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
服薬管理（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
預貯金年金の管理（□一人で可 □一部介助 □全介助 □不明）
医療機関の受診　（□一人で可 □一部介助 □全介助 □不明）

【その他特記事項】

【エコマップ】

　疾病・傷病　：

　【健康状態等】

既往歴：

虐待発
生リスク

同別居の状況：　□同居　　□別居

　居所：　 □自宅   □入所・院

養護者氏名：

　意思疎通：□可能　　□特定条件のもとであれば可能（　　　　　　　　）　□困難　　□不明
　話の内容：□一貫している　　　□変化する）
　生活意欲：□意欲や気力が低下しているおそれ（無気力、無反応、おびえ、話をためらう、人目を避ける、等）

居所・今後の
生活の希望

性格上の傾向、
こだわり、

対人関係等

高齢者の状態

アセスメント要約票

　居所の希望：□在宅  　□入所  　□不明 　　／　 分離希望： □有　  □無　  □不明

高齢者本人氏名： 性別・年齢：　□男　□女　　　　　歳

性別・年齢：　□男　□女　　　　　歳 　高齢者本人との関係：

　金銭管理　：□自立　　□一部介助（判断可）　□全介助（判断不可）　□不明

アセスメント要約日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日 要約担当者：

　受診状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服薬状況(種類）：　

　受診状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服薬状況(種類）：　

　金銭管理者：□本人　　□その他（　　　　　　　　　　）

　要介護認定　：　□非該当　　□要支援（　　）　□要介護（　　）　□申請中（申請日：　　年　　月　　日）　□未申請

　　避難先・退避先　　　：□助けを求める場所がある（　　　　　）　　□ない

【成年後見制度の利用】

　　成年後見人等：□あり（後見人等：　　　　　）　□申立中（申立人：　　　　／申立年月日：　　　　）　□なし

　具体的な状況（生活費や借金等）：

　収入額　月　　　万円（内訳：　　　　）　　預貯金等　　　万円　　　　借金　　　万円

□

□

□

□

□

□

□

　診断の必要性：　□内科　□精神科　□外科　□整形外科　□その他（　　　　　　　　　）
　具体的症状等⇒

　　□生活保護受給　　□介護保険料滞納　　□国民健康保険料滞納　　□後期高齢者医療制度保険料滞納　　□その他（　　　　　　　　　　　）

【経済情報】

　　□介護保険　　□総合支援法　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【危機への対処】

　　危機対処場面において：□自ら助けを求めることができる　　□助けを求めることが困難

【各種制度利用】

　精神状態　　：　□認知症（□診断あり　□疑い）　□うつ病（□診断あり　□疑い）　　□その他（　　　　　　　　）

　障害　　　　：　□身体障害　□精神障害（□あり　□疑い）　□知的障害（□あり　□疑い）　　

　　□借金トラブルがある　□被虐待高齢者の年金に生活費を依存

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都健康長寿医療センター研究所作成様式を参考に作成）

既往歴：

　　□良好（　　　　　）　　□挨拶程度　　□悪い　　□関わりなし　　□不明　

Ⅲ．家族関係（家族歴、家族の抱える問題、家族の中の意思決定者、問題が起こったときの対処方法等）

　　平均睡眠時間：およそ　　　時間

　　１日の介護時間：□ほぼ１日中　　□必要時のみ　　□不明

【介護負担】

【就労状況】

　　□就労（就労曜日　　～　　　就労時間　　時～　　時）、雇用形態（□正規、□非正規）　　□非就労　　□不明

　　受診状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服薬状況(種類）：　

　　介護期間（いつから始まったか、負担が大きくなった時期やきっかけ、最近の生活行動の変化など）※期間と負担原因を明確に

　　収入額　月　　　万円（内訳：　　　　）　　預貯金等　　　万円　　　借金　　　万円

Ⅱ．養護者の情報　　面接担当者氏名：

　　診断の必要性：　□内科　□精神科　□外科　□整形外科　□その他（　　　　　　　　　）
　　具体的症状等⇒

　　性格的な偏り：

　　受診状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服薬状況(種類）：　

【養護者の希望】　居所の希望：□在宅  　□入所  　□不明 　　／　 分離希望： □有　  □無　  □不明

【健康状態等】

　　疾病・傷病：

□

□

□

□

【近隣との関係】

　　被虐待高齢者に対する介護意欲：　□あり　□なし　□不明　　 介護技術・知識：　□高い　□低い　□不明　

【経済状況】

介護の代替者　：　□あり　□なし　□不明　

　　□生活保護受給　　□介護保険料滞納　　□国民健康保険料滞納　　□後期高齢者医療制度保険料滞納　　□その他（　　　　　　　　　　　）

〔全体のまとめ〕：Ⅰ～Ⅳで抽出された虐待発生の要因の結果を踏まえて、分析、課題を整理する。
　　　　　　　　　　　※計画書(1)の「総合的な対応方針」、計画書(2)の「対応困難な課題／今後検討しなければいけない事項」に反映する
Ⅰ．高齢者本人

Ⅱ．養護者

Ⅲ．家族関係（家族歴、家族の抱える問題、家族の中の意思決定者、問題が起こったときの対処方法等）

Ⅳ．その他（近隣・地域住民等との関係、地域の社会資源、 関係者・関係機関の関わり等）

Ⅴ．今後の課題

Ⅳ．その他（近隣・地域住民等との関係、地域の社会資源、関係者・関係機関との関わり等）

※計画書(1)の「関連機関等連携マップ」で集約する

□

※計画書(1)の「関連機関等連携マップ」で集約する

□

　　障害　　　　：　□身体障害　□精神障害（□あり　□疑い）　□知的障害（□あり　□疑い）　　

□

□

虐待発
生リスク
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対応計画　　　　回目用

Ⅰ．高齢者本人の情報　　面接担当者氏名：

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都健康長寿医療センター研究所作成様式を参考に作成）

　１ヶ月に本人が使える金額　　　　万円

高
齢
者
本
人
の
希
望

【生活状況】

食　　事（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
調　　理（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
移　　動（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
買　　物（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
掃除洗濯（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
入　　浴（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
排　　泄（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
服薬管理（□一人で可  □一部介助  □全介助  □不明）
預貯金年金の管理（□一人で可 □一部介助 □全介助 □不明）
医療機関の受診　（□一人で可 □一部介助 □全介助 □不明）

【その他特記事項】

【エコマップ】

　疾病・傷病　：

　【健康状態等】

既往歴：

虐待発
生リスク

同別居の状況：　□同居　　□別居

　居所：　 □自宅   □入所・院

養護者氏名：

　意思疎通：□可能　　□特定条件のもとであれば可能（　　　　　　　　）　□困難　　□不明
　話の内容：□一貫している　　　□変化する）
　生活意欲：□意欲や気力が低下しているおそれ（無気力、無反応、おびえ、話をためらう、人目を避ける、等）

居所・今後の
生活の希望

性格上の傾向、
こだわり、

対人関係等

高齢者の状態

アセスメント要約票

　居所の希望：□在宅  　□入所  　□不明 　　／　 分離希望： □有　  □無　  □不明

高齢者本人氏名： 性別・年齢：　□男　□女　　　　　歳

性別・年齢：　□男　□女　　　　　歳 　高齢者本人との関係：

　金銭管理　：□自立　　□一部介助（判断可）　□全介助（判断不可）　□不明

アセスメント要約日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日 要約担当者：

　受診状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服薬状況(種類）：　

　受診状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服薬状況(種類）：　

　金銭管理者：□本人　　□その他（　　　　　　　　　　）

　要介護認定　：　□非該当　　□要支援（　　）　□要介護（　　）　□申請中（申請日：　　年　　月　　日）　□未申請

　　避難先・退避先　　　：□助けを求める場所がある（　　　　　）　　□ない

【成年後見制度の利用】

　　成年後見人等：□あり（後見人等：　　　　　）　□申立中（申立人：　　　　／申立年月日：　　　　）　□なし

　具体的な状況（生活費や借金等）：

　収入額　月　　　万円（内訳：　　　　）　　預貯金等　　　万円　　　　借金　　　万円

□

□

□

□

□

□

□

　診断の必要性：　□内科　□精神科　□外科　□整形外科　□その他（　　　　　　　　　）
　具体的症状等⇒

　　□生活保護受給　　□介護保険料滞納　　□国民健康保険料滞納　　□後期高齢者医療制度保険料滞納　　□その他（　　　　　　　　　　　）

【経済情報】

　　□介護保険　　□総合支援法　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【危機への対処】

　　危機対処場面において：□自ら助けを求めることができる　　□助けを求めることが困難

【各種制度利用】

　精神状態　　：　□認知症（□診断あり　□疑い）　□うつ病（□診断あり　□疑い）　　□その他（　　　　　　　　）

　障害　　　　：　□身体障害　□精神障害（□あり　□疑い）　□知的障害（□あり　□疑い）　　

　　□借金トラブルがある　□被虐待高齢者の年金に生活費を依存

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ-2.2（東京都健康長寿医療センター研究所作成様式を参考に作成）

既往歴：

　　□良好（　　　　　）　　□挨拶程度　　□悪い　　□関わりなし　　□不明　

Ⅲ．家族関係（家族歴、家族の抱える問題、家族の中の意思決定者、問題が起こったときの対処方法等）

　　平均睡眠時間：およそ　　　時間

　　１日の介護時間：□ほぼ１日中　　□必要時のみ　　□不明

【介護負担】

【就労状況】

　　□就労（就労曜日　　～　　　就労時間　　時～　　時）、雇用形態（□正規、□非正規）　　□非就労　　□不明

　　受診状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服薬状況(種類）：　

　　介護期間（いつから始まったか、負担が大きくなった時期やきっかけ、最近の生活行動の変化など）※期間と負担原因を明確に

　　収入額　月　　　万円（内訳：　　　　）　　預貯金等　　　万円　　　借金　　　万円

Ⅱ．養護者の情報　　面接担当者氏名：

　　診断の必要性：　□内科　□精神科　□外科　□整形外科　□その他（　　　　　　　　　）
　　具体的症状等⇒

　　性格的な偏り：

　　受診状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服薬状況(種類）：　

【養護者の希望】　居所の希望：□在宅  　□入所  　□不明 　　／　 分離希望： □有　  □無　  □不明

【健康状態等】

　　疾病・傷病：

□

□

□

□

【近隣との関係】

　　被虐待高齢者に対する介護意欲：　□あり　□なし　□不明　　 介護技術・知識：　□高い　□低い　□不明　

【経済状況】

介護の代替者　：　□あり　□なし　□不明　

　　□生活保護受給　　□介護保険料滞納　　□国民健康保険料滞納　　□後期高齢者医療制度保険料滞納　　□その他（　　　　　　　　　　　）

〔全体のまとめ〕：Ⅰ～Ⅳで抽出された虐待発生の要因の結果を踏まえて、分析、課題を整理する。
　　　　　　　　　　　※計画書(1)の「総合的な対応方針」、計画書(2)の「対応困難な課題／今後検討しなければいけない事項」に反映する
Ⅰ．高齢者本人

Ⅱ．養護者

Ⅲ．家族関係（家族歴、家族の抱える問題、家族の中の意思決定者、問題が起こったときの対処方法等）

Ⅳ．その他（近隣・地域住民等との関係、地域の社会資源、 関係者・関係機関の関わり等）

Ⅴ．今後の課題

Ⅳ．その他（近隣・地域住民等との関係、地域の社会資源、関係者・関係機関との関わり等）

※計画書(1)の「関連機関等連携マップ」で集約する

□

※計画書(1)の「関連機関等連携マップ」で集約する

□

　　障害　　　　：　□身体障害　□精神障害（□あり　□疑い）　□知的障害（□あり　□疑い）　　

□

□

虐待発
生リスク
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必
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性
　

　
□

あ
り

　
　

　
□

な
し

　
　

□
不
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会
議

目
的第

１
表

計
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作
成

者
氏

名

高
齢

者
本

人
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殿
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追
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Ⅱ
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2
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京
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健
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療
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潟
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計
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日
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／
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２
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２
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．
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．
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．
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．
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対応計画　　　　回目用

Ⅰ．高齢者本人の情報　　面接担当者氏名：

【連絡の取れる親族・後見人等（キーパーソン）】
氏名；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人との続柄 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

社団法人日本社会福祉士会作成VerⅠ-1.1（東京都健康長寿医療センター研究所（東京都老人総合研究所）作成帳票類等を参考に作成）

□

　金銭管理者：□本人　　□家族・後見人等　　　□施設・事業所（　　　　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　）

【エコマップ】 【生活状況】

□

食　　事（□一人で可  □一部介助  □全介助  □拒否　□不明）
調　　理（□一人で可  □一部介助  □全介助  □拒否　□不明）
移　　動（□一人で可  □一部介助  □全介助  □拒否　□不明）
買　　物（□一人で可  □一部介助  □全介助  □拒否　□不明）
掃除洗濯（□一人で可  □一部介助  □全介助  □拒否　□不明）
入　　浴（□一人で可  □一部介助  □全介助  □拒否　□不明）
排　　泄（□一人で可  □一部介助  □全介助  □拒否　□不明）
服薬管理（□一人で可  □一部介助  □全介助  □拒否　□不明）
預貯金年金の管理（□一人で可 □一部介助 □全介助 □拒否　□不明）
医療機関の受診　（□一人で可 □一部介助 □全介助 □拒否　□不明）

【その他特記事項】
□

【各種制度利用】
□

　　□介護保険　　□総合支援法　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【経済情報】

□

　収入額　月　　　万円（内訳：　　　　）　　預貯金等　　　万円　　　　借金　　　万円

　１ヶ月に本人が使える金額　　　　万円

　具体的な状況（生活費や借金等）：

　　□生活保護受給　　□介護保険料滞納　　□国民健康保険料滞納　　□後期高齢者医療制度保険料滞納　　□その他（　　　　　　　　　　　）

　金銭管理　：□自立　　□一部介助（判断可）　□全介助（判断不可）　□不明

【ケアの状況】

□　　　□介護に対する拒否がある（拒否される場面：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□身体拘束の有無、場面・状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□その他、当該高齢者のケアに関する特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
【成年後見制度の利用】

□
　　成年後見人等：□あり（後見人等：　　　　　）　□申立中（申立人：　　　　／申立年月日：　　　　）　□なし

　精神状態　　：　□認知症（□診断あり　□疑い）→認知症の程度、周辺症状（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　□うつ病（□診断あり　□疑い）　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【危機への対処】

□　　危機対処場面において：□自ら助けを求めることができる　　□助けを求めることが困難

　　避難先・退避先　　　：□助けを求める場所がある（　　　　　）　　□ない

虐待発生
リスク

　【健康状態等】

□

　疾病・傷病　： 既往歴：

　受診状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服薬状況(種類）：　

　診断の必要性：　□内科　□精神科　□外科　□整形外科　□その他（　　　　　　　　　）
　具体的症状等⇒

　要介護認定　：　□非該当　　□要支援（　　）　□要介護（　　）　□申請中（申請日：　　年　　月　　日）　□未申請

　生活状況の変化：□体重減少　□食欲減退　□身体の異臭や汚れ　□住環境が不適切（異臭・汚れ・乱雑、冷暖房の欠如等）
　　　　　　　　　□医療処置がなされていない　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　障害　　　　：　□身体障害　□精神障害（□あり　□疑い）　□知的障害（□あり　□疑い）　　

高
齢
者
本
人
の
希
望

居所・今後の
生活の希望

　居所の希望　　　　　　　　：　□在宅  　□現在の施設での入所継続  　□他施設への入所　　□不明
　虐待者（疑いを含む）との分離希望：　□有　 　 □無　  　□不明

性格上の傾
向、こだわり、
対人関係等

高齢者の状態

　意思疎通：□可能　　□特定条件のもとであれば可能（　　　　　　　　）　□困難　　□不明
　話の内容：□一貫している　　　□変化する
　生活意欲：□意欲や気力が低下しているおそれ（無気力、無反応、おびえ、話をためらう、人目を避ける、等）
　最近の状況：□職員への暴言や暴力がある　　□不穏な状態が続いている

アセスメント要約票
アセスメント要約日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日 要約担当者：

高齢者本人氏名： 性別・年齢：　□男　□女　　　　　歳 　居所：　 □自宅   □入所・院
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　特記事項（虐待者（疑いを含む）の性格的な偏り、利用者への言葉遣いや態度、勤怠状況、健康面での課題等）情報提供者：

【虐待等の発生時の状況、理由】（虐待者（疑いを含む）の面接結果等から記載）

【被虐待高齢者のケア】
　□被虐待高齢者のケアに負担感を感じている（具体的な場面等を記入）

【高齢者虐待防止や身体拘束廃止、認知症ケアへの意識や取り組み】

【勤務体制】

【職場環境（コミュニケーション、運営等）】

　□相談できる人がいない　　□上司や同僚、他職種間でコミュニケーションが取りにくい　　□その他（　　　　　　　　　　　）

【待遇面】

　□待遇面で不満がある（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　特記事項（虐待者（疑いを含む）の性格的な偏り、利用者への言葉遣いや態度、勤怠状況、健康面での課題等）情報提供者：

【虐待等の発生時の状況、理由】（虐待者（疑いを含む）の面接結果等から記載）

【被虐待高齢者のケア】
　□被虐待高齢者のケアに負担感を感じている（具体的な場面等を記入）

【高齢者虐待防止や身体拘束廃止、認知症ケアへの意識や取り組み】

【勤務体制】

【職場環境（コミュニケーション、運営等）】

　□相談できる人がいない　　□上司や同僚、他職種間でコミュニケーションが取りにくい　　□その他（　　　　　　　　　　　）

【待遇面】

　□待遇面で不満がある（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

社団法人日本社会福祉士会作成VerⅠ-1.1（東京都健康長寿医療センター研究所（東京都老人総合研究所）作成帳票類等を参考に作成）

□

虐待者（疑いを含む）２氏名： 性別・年齢：　□男　□女　　　　　歳

　□高齢者介護に携わる専門職としての倫理観に問題がある　　□高齢者虐待防止・身体拘束廃止にむけた意識や取組が不十分
　□認知症ケアに対する知識・技術が不十分　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　□夜勤時、職員数が少なく負担を感じる　　□夜勤回数が多く負担を感じる　　□職務分掌が明確でなく負担を感じる
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□

□

□

　勤務状況：月　　日勤務（夜勤　　日／月・早番　　日／月・遅番　　日／月）　　雇用形態（□常勤、□非常勤、□派遣）

　□ケア方針の理解が十分できていない　　　　　　　　　　　□ケア方針に則ったケアの実践ができていない
　□建物構造、介護機器や設備、配置等で介護がしづらい　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【虐待者（疑いを含む）２の状況】

Ⅱ．虐待者（疑いを含む）の情報　　面接担当者氏名：
虐待発生
リスク

【虐待者（疑いを含む）１の状況】

　施設・事業所名：

　職　　位：□施設長　　□管理職　　□主任・リーダー　　□一般職

　職　　種：□介護職員　□看護職員　□生活相談員　□計画担当介護支援専門員　□事務職　□その他（送迎、清掃、他）

　保有資格：□介護福祉士　□介護職員初任者研修修了者　□看護師　□社会福祉士　□介護支援専門員　□その他（　　　　）　□特になし

　経験年数：　　　年　　か月　　　　当該施設・事業所での勤務年数：　　　年　　か月

　勤務状況：月　　日勤務（夜勤　　日／月・早番　　日／月・遅番　　日／月）　　雇用形態（□常勤、□非常勤、□派遣）

□

□

□

□

□

□

□

□

□

　職　　位：□施設長　　□管理職　　□主任・リーダー　　□一般職

　職　　種：□介護職員　□看護職員　□生活相談員　□計画担当介護支援専門員　□事務職　□その他（送迎、清掃、他）

　保有資格：□介護福祉士　□介護職員初任者研修修了者　□看護師　□社会福祉士　□介護支援専門員　□その他（　　　　）　□特になし

　経験年数：　　　年　　か月　　　　当該施設・事業所での勤務年数：　　　年　　か月

　□高齢者介護に携わる専門職としての倫理観に問題がある　　□高齢者虐待防止・身体拘束廃止にむけた意識や取組が不十分
　□認知症ケアに対する知識・技術が不十分　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□夜勤時、職員数が少なく負担を感じる　　□夜勤回数が多く負担を感じる　　□職務分掌が明確でなく負担を感じる
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ケア方針の理解が十分できていない　　　　　　　　　　　□ケア方針に則ったケアの実践ができていない
　□建物構造、介護機器や設備、配置等で介護がしづらい　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

虐待者（疑いを含む）１氏名： 性別・年齢：　□男　□女　　　　　歳 　施設・事業所名：
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Ⅲ．施設・事業所の状況

【高齢者のケアに関する取り組み】

【虐待防止に関する施設・事業所全体の取り組み】

【身体拘束廃止に関する施設・事業所全体の取り組み】

【権利擁護、認知症ケア、介護サービスの質の向上に関する研修体制】

（組織内での研修　　　回／年　参加者延べ　　　　　名、管理者の参加：有・無） （外部研修会への参加：有・無　　　回／年　　参加者数　　　名）

【事故への対応体制】

【身体拘束廃止や利用者の権利擁護を検討する委員会活動等】

【苦情処理の体制】

【開かれた施設・事業所運営】

【業務負担軽減への取り組み】

【職員の相談体制、評価システム】

　□職員から相談を受けるしくみがない　　□人事考課を行っていない　　□職員トラブルが多い　　□その他（　　　　　　　　　　）

【業務改善への取り組み】

Ⅳ．その他（家族・後見人・通報者・近隣・地域住民・民生委員・介護支援専門員・医師等関係機関からの情報、関わり等）

社団法人日本社会福祉士会作成VerⅠ-1.1（東京都健康長寿医療センター研究所（東京都老人総合研究所）作成帳票類等を参考に作成）

　□方針が不明確　　□マニュアルやチェックリスト等が未整備
　□虐待発生時・発見時の対応のしくみ（通報報告窓口等の設置）、周知が不十分　　□その他（　　　　　　　　　）

虐待発生
リスク

　□高齢者の状態に応じたアセスメント、サービス計画の作成・評価・変更が十分行われていない
　□認知症の周辺症状などで介護が困難な場面での対応方針が立てられていない　　□職員間で対応方針が共有化されていない
　□サービス担当者会議の開催頻度が少ない　　□サービス担当者会議に家族や専門職が参加していない
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□

　□事故等の発生が他の施設・事業所に比べて多い　　□周りから虐待等の相談が良く入る

□
　

〔全体のまとめ〕：Ⅰ～Ⅳで抽出された虐待発生の要因の結果を踏まえて、分析、課題を整理する。
　　　　　　　　　　　※計画書(1)の「総合的な対応方針」、計画書(2)の「対応困難な課題／今後検討しなければいけない事項」に反映する
Ⅰ．高齢者本人

Ⅱ．虐待者（疑いを含む）

Ⅲ．組織体制（組織の抱える問題等）

Ⅳ．その他（家族・後見人・通報者・近隣・地域住民・民生委員・介護支援専門員・医師等関係機関からの情報、関わり等）

Ⅴ．今後の課題

□

□　□業務改善に関して職員の意見を反映させるしくみがない　　□家族やボランティア等から意見を得たり情報交換する手立てがない
　□業務改善への取り組みが不十分　　　　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

虐待発生
リスク

□
　□サービス評価（第三者評価・自己評価）を実施していない　□地域住民との交流機会がない　　□ボランティアや実習生の受入がない
　□家族会などを通した家族との連携や参加のしくみがない　　□家族への連絡や報告がない・頻度が少ない
　□サービス計画や各種記録の閲覧が制限されている　　　　　□高齢者への面会に制限がある　　□管理者との面会に制限がある
　□その他（　　　　　　　　　　　　）

□　□基準以下の職員体制である　　　　□夜間帯の職員不足している　　　□看護師等専門職が不足している　　　□無資格者が多い
　□役割分担が明確化されていない　　□ストレス等への配慮が不十分　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　□事故の発生が多い　　□事故・ヒヤリハットの報告体制ができていない　　□事故報告が市区町村に報告されていない
　□家族等への連絡がなされていない　　□事故やヒヤリハットの再発防止に向けた取組がなされていない・不十分
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□

□　□苦情処理窓口が周知されていない　　　□苦情処理マニュアルが作成されていない　　□マニュアルが適切に運用されていない
　□第三者委員やオンブズマンを配置していない　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□利用者の権利擁護を検討する委員会がない　　　□委員会はあるが十分な検討が行われていない　　□開催回数が少ない
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□

□

□

　□方針が不明確　　□マニュアル等が未整備　　　　□緊急やむを得ない場合の対応のしくみや記録が不十分
　□身体拘束廃止にむけた現場での取り組みが不十分　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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）

□
施

設
・

事
業

所
に

対
す

る
改

善
指

導
の

必
要

性

□
施

設
・

事
業

所
か

ら
の

改
善

計
画

の
提

出
要

請

□
虐

待
者

へ
の

指
導

、
勤

務
変

更
等

□
介

護
保

険
法

に
規

定
す

る
勧

告
・

改
善

命
令

処
分

□
老

人
福

祉
法

に
規

定
す

る
勧

告
・

改
善

命
令

処
分

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
都

道
府

県
へ

の
報

告
□

関
係

部
署

・
関

係
機

関
へ

の
連

絡
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
通

報
者

へ
の

対
応

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

社
団

法
人

日
本

社
会

福
祉

士
会

作
成

V
er

Ⅰ
-
1
.1

（
東

京
都

健
康

長
寿

医
療

セ
ン

タ
ー

研
究

所
（
東

京
都

老
人

総
合

研
究

所
）
作

成
帳

票
類

等
を

参
考

に
作

成
）

計
画

作
成

者
所

属
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

第
１

表

初
回

計
画

作
成

日
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

会
議

日
時

：
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

　
時

　
　

分
～

　
　

　
時

　
　

分

所
属

：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名

養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る

高
齢
者
虐
待
対
応
ケ
ー
ス
会
議
記
録
・
計
画
書
（
１
）
～
判
断
会
議
用

決
　

裁
　

欄
（
例

）

事
実

確
認

調
査

の
継

続

高
齢

者
へ

の
対

応

誰
が

ど
こ

で

　
→

□
身

体
的

虐
待

　
□

放
棄

・
放

任
　

□
心

理
的

虐
待

　
□

性
的

虐
待

　
□

経
済

的
虐

待
　

□
そ

の
他

所
属

：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名

関
係

者
・
関

係
機

関
へ

の
対

応

施
設

・
事

業
所

、
虐

待
者

へ
の

対
応

緊
急

性
の

内
容

と
判

断
根

拠

総
合

的
な

対
応

方
針

※
「
ア

セ
ス

メ
ン

ト
要

約
票

」
全

体
の

ま
と

め
よ

り

高
齢

者
本

人
の

意
見

・
希

望

緊
急

性
の

有
無

の
判

断

虐
待

の
内

容
と

判
断

根
拠

判
断

根
拠

：

高
齢

者
本

人
氏

名
  
　

　
 　

　
　

  
  
  
  
  
　

　
　

　
　

　
殿

会
議

目
的

い
つ

何
を

さ
れ

た
か

計
画

作
成

者
氏

名

虐
待

事
実

の
判

断

誰
か

ら
　

　
氏

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

職
種

課
　
長

係
　
長

担
当
者

　
※
記
入
欄
が
足
り
な
い
場
合
は
、
様
式
を
追
加
し
て
記
入 社

団
法
人
日
本
社
会
福
祉
士
会
作
成
V
er
Ⅰ
-
1
.1
（
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
研
究
所
（
東
京
都
老
人
総
合
研
究
所
）
作
成
帳
票
類
等
を
参
考
に
作
成

）

通 報 者

対
応

が
困

難
な
課

題
／

今
後

検
討

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事

項
な
ど
（
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
要
約
票
」
の
全
体
の
ま
と
め
か
ら
記
載
）

そ の 他

計
画
評
価
予
定
日
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日

決
　
裁
　
欄
（
例
）

実
施
日
時
・
期
間
／
評
価
日

何
を
・
ど
の
よ
う
に

課
題

目
標

優
先

順
位

対
象

関
係
機
関
・
担
当
者
等

施 設 ・ 事 業 所高 齢 者 関 係 者

第
２
表

養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る

高
齢
者
虐
待
対
応
ケ
ー
ス
会
議
記
録
・
計
画
書
（
２
）
～
判
断
会
議
用

対
応
方
法
（
具
体
的
な
役
割
分
担
）

虐 待 者
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課
　

長
係

　
長

担
当

者

出
席

者

□
虐

待
の

事
実

な
し

　
　

　
　

　
□

判
断

で
き

ず
□

事
実

確
認

を
継

続
（

期
限

を
区

切
っ

た
継

続
方

針
）

□
虐

待
の

事
実

あ
り

□
専

門
家

・
関

係
機

関
へ

の
意

見
聴

取
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
都

道
府

県
へ

の
対

応
・

協
力

依
頼

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
緊

急
保

護
　

□
入

院
　

□
通

院
　

□
他

施
設

転
居

　
⇒

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
在

宅
サ

ー
ビ

ス
導

入
・

調
整

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
　

【
措

置
の

適
用

】

　
　

　
□

有
：

□
訪

問
介

護
　

　
□

通
所

介
護

　
　

□
短

期
入

所
生

活
介

護

　
　

　
　

　
　

□
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
　

□
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

□
緊

急
性

な
し

　
　

　
　

　
　

　
□

判
断

で
き

ず
　

　
　

　
　

　
　

　
　

□
養

護
老

人
ホ

ー
ム

　
　

　
　

　
　

□
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

□
緊

急
性

あ
り

　
　

　
　

　
　

　
□

無

□
入

院
や

通
院

が
必

要
（

重
篤

な
外

傷
、

脱
水

、
栄

養
失

調
、

衰
弱

等
）

　
　

　
□

検
討

中
（

理
由

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
高

齢
者

本
人

、
家

族
・

後
見

人
等

が
保

護
を

求
め

て
い

る
□

成
年

後
見

制
度

ま
た

は
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
の

活
用

□
虐

待
者

が
変

わ
り

な
く

勤
務

し
て

い
る

□
経

済
的

支
援

（
生

活
保

護
相

談
・

申
請

／
各

種
減

免
手

続
き

等
）

（
　

　
　

　
　

）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
施

設
・

事
業

所
に

対
す

る
改

善
指

導
の

必
要

性

□
施

設
・

事
業

所
か

ら
の

改
善

計
画

の
提

出
要

請

□
虐

待
者

へ
の

指
導

、
勤

務
変

更
等

□
介

護
保

険
法

に
規

定
す

る
勧

告
・

改
善

命
令

処
分

□
老

人
福

祉
法

に
規

定
す

る
勧

告
・

改
善

命
令

処
分

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
都

道
府

県
へ

の
報

告
□

関
係

部
署

・
関

係
機

関
へ

の
連

絡
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
通

報
者

へ
の

対
応

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

社
団

法
人

日
本

社
会

福
祉

士
会

作
成

V
er

Ⅰ
-
1
.1

（
東

京
都

健
康

長
寿

医
療

セ
ン

タ
ー

研
究

所
（
東

京
都

老
人

総
合

研
究

所
）
作

成
帳

票
類

等
を

参
考

に
作

成
）

計
画

作
成

者
所

属
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

第
１

表

初
回

計
画

作
成

日
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

会
議

日
時

：
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

　
時

　
　

分
～

　
　

　
時

　
　

分

所
属

：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名

養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る

高
齢
者
虐
待
対
応
ケ
ー
ス
会
議
記
録
・
計
画
書
（
１
）
～
判
断
会
議
用

決
　

裁
　

欄
（
例

）

事
実

確
認

調
査

の
継

続

高
齢

者
へ

の
対

応

誰
が

ど
こ

で

　
→

□
身

体
的

虐
待

　
□

放
棄

・
放

任
　

□
心

理
的

虐
待

　
□

性
的

虐
待

　
□

経
済

的
虐

待
　

□
そ

の
他

所
属

：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名

関
係

者
・
関

係
機

関
へ

の
対

応

施
設

・
事

業
所

、
虐

待
者

へ
の

対
応

緊
急

性
の

内
容

と
判

断
根

拠

総
合

的
な

対
応

方
針

※
「
ア

セ
ス

メ
ン

ト
要

約
票

」
全

体
の

ま
と

め
よ

り

高
齢

者
本

人
の

意
見

・
希

望

緊
急

性
の

有
無

の
判

断

虐
待

の
内

容
と

判
断

根
拠

判
断

根
拠

：

高
齢

者
本

人
氏

名
  
　

　
 　

　
　

  
  
  
  
  
　

　
　

　
　

　
殿

会
議

目
的

い
つ

何
を

さ
れ

た
か

計
画

作
成

者
氏

名

虐
待

事
実

の
判

断

誰
か

ら
　

　
氏

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

職
種

課
　
長

係
　
長

担
当
者

　
※
記
入
欄
が
足
り
な
い
場
合
は
、
様
式
を
追
加
し
て
記
入 社

団
法
人
日
本
社
会
福
祉
士
会
作
成
V
er
Ⅰ
-
1
.1
（
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
研
究
所
（
東
京
都
老
人
総
合
研
究
所
）
作
成
帳
票
類
等
を
参
考
に
作
成

）

通 報 者

対
応

が
困

難
な
課

題
／

今
後

検
討

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事

項
な
ど
（
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
要
約
票
」
の
全
体
の
ま
と
め
か
ら
記
載
）

そ の 他

計
画
評
価
予
定
日
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日

決
　
裁
　
欄
（
例
）

実
施
日
時
・
期
間
／
評
価
日

何
を
・
ど
の
よ
う
に

課
題

目
標

優
先

順
位

対
象

関
係
機
関
・
担
当
者
等

施 設 ・ 事 業 所高 齢 者 関 係 者

第
２
表

養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る

高
齢
者
虐
待
対
応
ケ
ー
ス
会
議
記
録
・
計
画
書
（
２
）
～
判
断
会
議
用

対
応
方
法
（
具
体
的
な
役
割
分
担
）

虐 待 者
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課
　

長
係

　
長

担
当

者

出
席

者

社
団

法
人

日
本

社
会

福
祉

士
会

作
成

V
er

Ⅰ
-
1
.1

（
東

京
都

健
康

長
寿

医
療

セ
ン

タ
ー

研
究

所
（
東

京
都

老
人

総
合

研
究

所
）
作

成
帳

票
類

等
を

参
考

に
作

成
）

決
　

裁
　

欄
（
例

）

会
議

日
時

：
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

　
時

　
　

分
～

　
　

　
時

　
　

分

計
画

作
成

段
階

　
　

　
　

　
見

直
し

　
　

　
措

置
解

除
　

　
　

虐
待

終
結

計
画

作
成

日
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

計
画

の
作

成
回

数
：
　

　
　

　
回

目
　

（
初

回
計

画
作

成
日

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
）

所
属

：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名

所
属

：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名
所

属
：
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

名

施
設

・
事

業
所

の
意

見
・
希

望

総
合

的
な

対
応

方
針

※
「
ア

セ
ス

メ
ン

ト
要

約
票

」
全

体
の

ま
と

め
よ

り

会
議

目
的

関
係

者
・
関

係
機

関
マ

ッ
プ

※
「
ア

セ
ス

メ
ン

ト
要

約
票

」
の

Ⅲ
、

Ⅳ
を

集
約

す
る

第
１

表

計
画

作
成

者
氏

名

高
齢

者
本

人
氏

名
  
　

　
 　

　
　

  
  
  
  
  
　

　
　

　
　

　
殿

計
画

作
成

者
所

属
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

高
齢

者
本

人
の

意
見

・
希

望

家
族

・
後

見
人

等
の

意
見

・
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介
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施
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事
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る

高
齢

者
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対
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ス
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議
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計

画
書
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長

係
　
長

担
当
者
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記
入
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な
い
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式
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追
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Ⅰ
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予
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月
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／
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２
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介
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．
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．
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（
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